
地域再生推進法人のイメージ

構成員
・地方公共団体
・地域再生推進法人
・地方公共団体と連携し、事業を実施す
るもの（株式会社、地域の大学、指定金
融機関、商工会、有識者など）
※生涯活躍のまち形成に必要な構成員
・都道府県
・旅館業の特例を利用する場合、厚労省
令第1条第1項各号に規定されるもの

地域再生協議会

特定非営利法人、一般社団法人、一般財団
法人、地域再生の推進活動を行なう会社

法人の業務
・地域再生のための情報の提供、援助
・地域再生計画に記載された事業の実施
・地域再生計画に記載事業実施のための土
地の取得
・地域再生推進に関する調査研究

地域再生推進法人

◆役員構成
（税制上の非営利型一般社団法人）

・評議員会：評議員4名以上
・理事会：理事1～3名、監事1名、会計監査人1名
・社員総会：多分不要（従業員とは違う）

【事業分野及び事業（仮）】
①首都圏での移住・定住セミナー
・セカンドライフ塾補助（市と連携）
・グローカルビジネス塾補助（市と連携）
②情報発信・PR
・CCRC事業の情報発信
・移住・定住関連WEB作成・情報発信
・移住推進協議会（移住支援）情報発信
③事業実施・事務局担当
・移住推進協議会事務局
・現地交流会
・お試し居住
・地域づくり協議会との移住支援での調整
（主担当は復興支援センター）
・移住・空き家バンク（市連携）
④その他
・移住生活相談etc

・コンシェルジュ機能

移住・定住促進事業

【事業分野及び事業（仮）】
①産業振興・雇用創出
・移住者への就業支援（ハローワークと連携）
・創業支援・起業支援
・インターンシップ支援

②ITパーク関連
・施設運営コーディネート
・PR事業
・入居企業発掘
・ビジネスマッチング支援

③事業実施・事務局担当
・ICLOVE（地域ラウンドテーブル）事務局
・インターンシップ事業
・クラウドファンディング

④その他

産業振興・雇用創出事業
ＩＴパーク関連

【事業分野及び事業（仮）】
①地域コミュニティ関係
・地域コミュニティと移住者の交流促進
（交流支援やプログラムの提供）
・地域コミュニティへの移住受入支援

②学校・医療機関関係
・公開講座や教室のメニュー整備・斡旋・PR
・ボランティアメニューの作成と募集・PR
・医療・介護に関する支援
・学びの郷南魚沼プラン実施への連携

③CCRC関連
・CCRC利用促進へのPR・斡旋
・民間事業者との連携
・コミュニティ施設の管理・運営
・地域包括ケアシステムとの連携

④その他

地域・学校連携事業
ＣＣＲＣ関連

一般社団法人は、設立の仕方によって、
収益事業のみが課税となる「非営利型」と
しての設立が可能
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